
 
足立区の給与・定員管理等について 

 

１ 総括 
 
（１）人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 
住民基本台帳人口 

（２年１月１日現在） 
歳出額(Ａ) 実質収支 人件費(Ｂ) 

人件費率

（Ｂ／Ａ） 

(参考)３０年

度の人件費率 

令和 

元年度 

人 

６９１，２９８ 

千円 

285,257,396 

千円 

7,951,091 

千円 

36,892,639 

％ 

１２．９ 

％ 

１２．６ 

 

（２）職員給与費の状況（普通会計決算） 

区 分 
職員数 

(Ａ) 

給     与     費 １人当たり 

給与費 

（Ｂ／Ａ） 

(参考)特別区

平均１人当た

り給与費 給 料 職員手当 
期末・ 

勤勉手当 
計 (Ｂ) 

令和 

元年度 

人 

3,345 

千円 

12,394,655 

千円 

5,282,395 

千円 

6,141,905 

千円 

23,818,955 

千円 

7,121 

千円 
6,837 

※ 職員手当には退職手当を含まない。 

※ 職員数は、平成３１年４月１日現在の人数である。 

※ 給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含ま

れており、職員数には該当職員を含んでいない。 

 

（３）ラスパイレス指数の状況 

 

 

※ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較する

ため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政

職俸給表（一）適用職員の俸給月額を１００として計算した指数である。   

※ （）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレ

ス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較

するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数である。 
（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の支給基準に基づく地域手当支給率）

により算出。） 

 

 



 

（４）給与改定の状況 

①月例給 

区 分 
特別区人事委員会の勧告 給 与  国 の 

民間給与Ａ 公務員給与Ｂ 較差Ａ－Ｂ 勧告（改定率） 改定率  改定率 

令和 

２年度 380,804 円 380,961 円 
△157 円 

(△0.04%) 
－ －  － 

※「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパ

イレス比較した平均給与月額である。 

②特別給（期末・勤勉手当） 

区 分 

特別区人事委員会の勧告 年  間  国の年間 

民間の支給 

割合 Ａ 

公務員の支給 

月数 Ｂ 

較差 

Ａ－Ｂ 

勧告 

（改定月数） 
支給月数  支給月数 

令和 

２年度 4.60 月 4.65 月 △0.05 月 △0.05 月 4.60 月  4.45 月 

※「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の

支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。 

 

（５）給与制度の総合的見直しの実施状況について 

①給料表の見直し 

    

 

 

  ②地域手当の見直し 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③その他の見直し内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容：地域手当の支給割合を 2％引上げ、20％に設定したことに伴い、給料月額を同率程度引
下げ。ただしⅠ類初任給までの号給については引下げなし。これらの号給付近等は引下げを緩
和。 
実施時期：平成２７年４月１日 

支給割合：国基準 20％に対し、当区においても 20％を支給。 
実施時期：平成２７年４月１日 
(参考) 
 

平成２６

年度の支

給割合 

平成２７年度の支

給割合 
平成２８

年度の支

給割合 

平成２９

年度の支

給割合 

平成３０

年度の支

給割合 

令和元年

度の支給

割合 

令和２年

度の支給

割合 
4 月 1 日

時点 

遡 及 改

定後 

国 基 準

に よ る

支 給 割

合 

18％ 18％ 18.5％ 20％ 20％ 20％ 20％ 

 

20％ 

足 立 区

の 支 給

割合 

18％ 20％ 20％ 20％ 20％ 20％ 20％ 20％ 

 
 

内容：管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施。 
実施時期：平成２７年４月１日 
 



２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

 

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和２年４月１日現在） 

①一般行政職 

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国比較ベース） 

足立区 ４０．８歳 ３０２，２５５円 ４３７，４１４円 ３７９，５７１円 

東京都 ４１．８歳  ３１４，８８５円 ４５７，０９７円 － 

国 ４３．２歳  ３２７，５６４円 － ４０８，８６８円 

特別区 ４０．６歳 ３００，１８４円 ４２３，０６７円 ３７７，３５５円 

②技能労務職 

区 分 
公務員 民 間 参考 

平均年齢 

歳 

職員数 

人 

平均給料月額     

円 
平均給与月額  

円(Ａ) 
平均給与月額 

(国比較ベース) 

対応する民間

の類似職種 

平均年齢 

歳 
平均給与月額 

円(Ｂ) 
Ａ/Ｂ 

足立区 53.8 164 302,100 431,668 375,935 － － － － 

 
うち清掃職員 53.3 151 306,600 417,548 382,114 廃棄物処理業 46.2 300,100 1.39 

うち用務員 61.7 8 223,200 274,763 267,800 用務員 55.9 207,900 1.32 

その他 55.3 5 292,400 366,780 360,700 － － － － 

東京都 50.3 － 291,521 397,001 － － － － － 

国 50.9 2,319 287,283 － 328,862 － － － － 

特別区 52.9 273 294,967 396,528 363,538 － － － － 

 

区 分 

参 考 

年収ベース（試算値）の比較 

公務員 (Ｃ) 民間 (Ｄ) Ｃ／Ｄ 

足立区 － － － 

 うち 清掃職員 6,390,272 4,166,100 1.53 

うち 用務員 4,301,550 2,862,400 1.50 
 

③教育職 

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額 

足立区 ４５．７歳 ４２６，５００円 ６１５，９００円 

東京都 ４０．１歳 ３３６，８６４円 ４３５，９０２円 

特別区 ３６．９歳 ３１７，７５８円 ４２５，８５７円 

※「平均給料月額」とは、令和２年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。 

※「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外

勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査におい

て明らかにされているものである。また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のた

め、国家公務員と同じベース（時間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。 

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているものである。したがって、技

能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、必ずしも年齢、業務内容、雇用形態等の点

において一致しているものではない。 

※年収ベースの「公務員（C）」及び「民間（D）」のデータは、それぞれ平均給与月額を 12 倍

し、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当を、民間においては前年に支給さ

れた年間賞与の額を加えた試算値である。 

※「－」は、現時点で公表されていない。 

 



（２）職員の初任給の状況（令和２年４月１日現在） 

区    分 足 立 区 東 京 都 国 

一般行政職 
大学卒 １８３，７００円 １８３，７００円 

総合職 １８６，７００円 

一般職 １８２，２００円 

高校卒 １４７，１００円 １４５，６００円 １５０，６００円 

技能労務職 高校卒 １３９，４００円 １４３，０００円      － 

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和２年４月１日現在） 

区    分 経験年数１０年 経験年数２０年 経験年数２５年 経験年数３０年 

一般行政職 
大学卒 ２７７，５５２円 ３６８，９００円 ３７１，４８７円 ４０２，８３８円 

高校卒 ２１２，９３２円 ３２５，０００円 ３４５，９００円 ３６６，２２３円 

技能労務職 高校卒 － － ３０６，１５０円 ３１９，２４２円 



３ 一般行政職の級別職員数等の状況 
 

（１）一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和２年４月１日現在） 

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 １号給の給料月額 
最高号給の 給料

月額 

６級 部  長 25 人 1.1％ 368,900 円 512,600 円 

５級 課  長 87 人 3.7％ 283,900 円 452,100 円 

４級 課長補佐 182 人 7.7％ 253,100 円 426,300 円 

３級 係  長 413 人 17.6％ 226,600 円 404,400 円 

２級 主  任 804 人 34.2％ 196,700 円 355,500 円 

１級 係  員 839 人 35.7％ 142,500 円 321,900 円 

※ 区の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。 

※  標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。 

 

 

 

 
 

※ ３０年度より、８層制から６層制に職務分類基準が変更された。 

 

 



（２）国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和２年４月１日現在） 

 

 

（３）昇給への人事評価の活用状況 

令和 2 年 4 月 2 日から令和 3年 4月 1日 

までにおける運用 
管理職員 一般職員 

イ． 人事評価を活用している ○ ○ 

 

活用している昇給区分 
昇給可能な

区分 

昇給実績が

ある区分 

昇給可能な

区分 

昇給実績が

ある区分 

上位、標準、下位の区分 ○ ○ ○ ○ 

上位、標準の区分   
  

標準、下位の区分   
  

標準の区分のみ（一律）   
  

ロ． 人事評価を活用していない   

  活用予定時期   

 

国 10 級 

足立区（Ｒ２） 
         国家公務員（Ｒ２）

（百円） 

国９級 

国８級 

国７級 

国６級 

国５級 

国４級 

国３級 

国２級 

国１級 

区３級 

区２級 

区５級 

区４級 

区６級 

区１級 

昇  給 

給 

料 

月 

額 



４ 職員の手当の状況 

 

（１）期末手当・勤勉手当（令和２年４月１日現在） 

足立区 東京都 国 

１人当たり平均支給額 

(元年度) １，７３４千円 
― ― 

＜元年度支給割合＞ 

期末手当  勤勉手当 

 2.60 月分  2.05 月分 

 (1.45 月分) (1.0 月分) 

＜元年度支給割合＞ 

期末手当  勤勉手当 

 2.60 月分  2.05 月分 

 (1.45 月分) (1.00 月分) 

＜元年度支給割合＞ 

期末手当  勤勉手当 

 2.60 月分  1.90 月分 

 (1.45月分) (0.90月分) 

＜加算措置の状況＞ 

職制上の段階、職務の級等に

よる加算措置 

職務段階別加算 5～20％ 

管理職加算   15～20％ 

＜加算措置の状況＞ 

職制上の段階、職務の級等に

よる加算措置 

職務段階別加算 3～20％ 

管理職加算   15～25％ 

＜加算措置の状況＞ 

職制上の段階、職務の級等

による加算措置 

役職加算  5～20％ 

管理職加算 10～25％ 

※（  ）内は、再任用職員に係る支給割合 

 

 

  ○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職） 

令和 2年度中における運用 管理職員 一般職員 

イ． 人事評価を活用している ○ ○ 

 

活用している成績率 
昇給可能な

区分 

昇給実績が

ある区分 

昇給可能な

区分 

昇給実績が

ある区分 

上位、標準、下位の区分 ○ ○ ○ ○ 

上位、標準の区分   
  

標準、下位の区分   
  

標準の区分のみ（一律）   
  

ロ． 人事評価を活用していない   

  活用予定時期   

 



（２）退職手当（令和２年４月１日現在） 

足立区 国 

＜支給率＞ 自己都合  勧奨・定年 

勤続 20 年  18.00 月分 24.55 月分 

勤続 25 年  28.00 月分 32.95 月分 

勤続 35 年  39.75 月分 47.70 月分 

最高限度額 39.75 月分 47.70 月分 

＜その他の加算措置＞ 

定年前早期退職特例措置（2～20％加算） 

＜１人当たり平均支給額＞ 

自己都合    4,768 千円 

勧奨・定年  22,307 千円 

＜支給率＞ 自己都合  勧奨・定年 

勤続 20 年  19.6695 月分 24.586875 月分 

勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分 

勤続 35 年  39.7575 月分 47.709 月分 

最高限度額 47.709 月分 47.709 月分 

＜その他の加算措置＞ 

定年前早期退職特例措置（2～45％加算） 

 

 

 

※退職手当の１人当たり平均支給額は、元年度に退職した職員に支給された平均額である。 

 

（３）地域手当（令和２年４月１日現在） 

支給実績（元年度決算） ２，６００，５８９千円 

支給職員 1 人当たり平均支給年額(元年度決算) ７３３，１８０円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

足立区 ２０％ ３，５４７人 ２０％ 

 

（４）特殊勤務手当（令和２年４月１日現在） 

支給実績(元年度決算) ３４，１６１千円 

支給職員１人当たり平均支給年額(元年度決算) ５４，０５４円 

職員全体に占める手当支給職員の割合(元年度) １７．８％ 

手当の種類 ４種類 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 

（元年度決算） 

支給単価 

特殊現場業務手当 建築・土木 足場 10m 以上 7 千円 日額 390 円 

防疫等業務手当 保健師 Ⅰ類感染症・結核 11 千円 日額 230～4,000 円 

福祉業務手当 事務・福祉・介護指導 訪問指導・面接 9,283 千円 日額 300～1,470 円 

清掃業務手当 作業・自動車運転 廃棄物処理 24,841 千円 日額 700 円 

 

（５）時間外勤務手当 

支給実績（元年度決算） １，５５２，８４４千円 

職員１人当たり平均支給年額（元年度決算） ４７５千円 

支給実績（３０年度決算） １，３５１，８４１千円 

職員１人当たり平均支給年額（３０年度決算） ４２２千円 

  ※職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績(元年度決算)」と同じ年度

の４月１日現在の総職員数(管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象となら

ない職員を除く。)であり、短時間勤務職員を含む。



（６）その他の手当（令和２年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 
国の制度

との異同 

国の制度と異なる

内容 

支給実績 

（元年度 

  決算） 

支給職員１人当た

り平均支給年額

（元年度決算） 

扶養手当 

・配偶者       6,000 円 

・子         9,000 円 

・上記のうち 16 歳～22 歳の子 

       13,000 円 

・父母等        6,000 円 

異なる 支給金額 

(配偶者6,500円、 

子  10,000 円 

父母  6,500 円

等) 

217,933 

千円 

191,843 円 

住居手当 
年齢に応じて 8,300～27,000
円(借家・借間） 

異なる 内容・金額(賃

貸住宅 28,000 円

限度 等） 

140,459 

千円 

178,474 円 

通勤手当 

・交通機関利用者(電車、バスな

ど)…運賃相当額(原則６カ月

定期券額)※１カ月当たりの支

給限度額       55,000 円 

・交通用具使用者(自転車など)

…使用距離に応じて支給 

異なる 交通用具使用者

の支給額等 
410,878 

千円 

134,230 円 

管理職 

手当 

職に応じて66,500～142,400円 

 

異なる 支給額等 189,050 

千円 

1,268,793 円 

初任給 

調整手当 

医師の医大卒業後期間に応じ

て 118,000～268,500 円 

異なる 支給対象者等 10,029 

千円 

2,507,400 円 

休日給・

夜勤手当 

休日･夜間(午後 10 時～翌日午

前５時)の勤務に対し支給 

同じ 
－ 94,851 

千円 

260,580 円 

宿日直 

手当 

宿直･日直の勤務時間数に応

じ、１回 4,500～11,000 円 

異なる 支給単価等 2,238 

千円 

15,650 円 

管理職員

特別勤務

手当 

・週休日又は休日 
部長級12,000円(6時間超18,000円) 

課長級10,000円(6時間超15,000円) 

・週休日又は休日以外 
部長級 6,000 円 課長級 5,000 円 

異なる 支給単価 

 
   7,835

千円 

13,747 円 

義務教育

等教員特

別手当 

義務教育等の教育職員に、職務

の級号給に応じて支給 

－ －     817

千円 

74,317 円 

単身赴任 

手当 

月額 30,000 円(交通距離の区分

により加算額6,000～14,000円) 

異なる 支給額等 0 

千円 

0 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５ 特別職の報酬等の状況（令和２年４月１日現在） 

 
区  分 給料月額等 （参考）特別区における最高／最低額 

給 

料 

区 長 １，０７８，８００円 1,286,000 円／974,800 円 

副区長   ８６４，９００円 1,027,000 円／828,600 円 

報 

 

酬 

議 長   ９４３，０００円  956,000 円／856,000 円 

副議長   ８０８，０００円  809,300 円／756,100 円 

議 員   ６１５，０００円  621,000 円／589,000 円 

期 

末 

手 

当 

区 長 （令和２年度支給割合） 

３．１９月分 副区長 

議 長 
（令和２年度支給割合） 

３．８０月分 
副議長 

議 員 

退 

職 

手 

当 

区 長 
（算定方式） 

1,078,800円×在職年数×450/100 

（１期の手当額） 

  19,418,400 円 

（支給時期） 

任期ごと 

副区長 864,900 円×在職年数×315/100 10,897,740 円 任期ごと 

※退職手当の「１期の手当額」は、４月 1日現在の給料月額及び支給率に基づき、 

１期（４年＝４８月）勤めた場合における手当の見込額である。 

  

６ 職員数の状況 
 

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由              （各年４月１日現在） 

    区 分 

部 門 

職  員  数 対前年 

増減数 
主 な 増 減 理 由 

令和元年 令和２年 

普
通
会
計
部
門 

一
般
行
政
部
門 

議  会 16 16 0  

総  務 639 652 13 危機管理・災害対策の更なる強化による増 

税  務 118 120 2 ４公金の高額債権等収納強化による増 

労  働 12 10 △2 職員育休復帰に伴う任期付職員の減 

農林水産 5 5 0  

商  工 49 42 △7 プレミアム付商品券担当課廃止による減 

土  木 438 442 4 本庁舎改修に伴う設計業務等の本格実施に伴う増 

民  生 1,317 1,322 5 障がい援護サービス受給者数増に伴う増 

衛  生 464 459 △5 ごみ収集作業員退職不補充による減 

計 3,058 3,068 10 

＜参考＞ 

人口１万人当たり職員数 44.28 人 
 

教育部門 287 293 6 生涯学習事業推進体制の強化による増 

小 計 3,345 3,361 16 

＜参考＞ 

人口１万人当たり職員数 48.51 人 
 

公営企業等会計部門 

 
その他   95   92  △3 国保業務執行体制見直しによる減 

小 計   95   92  △3  

合 計 

［条例定数］ 

3,440 

[3,239] 

3,453 

[3,275] 

 13 

[36] 

＜参考＞ 

人口１万人当たり職員数 49.84 人 

※ 職員数は一般職に属する職員数である。［ ］内は、条例定数の合計である。 



（２）年齢別職員構成の状況（令和２年４月１日現在） 

 

 

 

区分 

20 歳 

未満 

20 歳 

～ 

23 歳 

24 歳 

～ 

27 歳 

28 歳 

～ 

31 歳 

32 歳 

～ 

35 歳 

36 歳 

～ 

39 歳 

40 歳 

～ 

43 歳 

44 歳 

～ 

47 歳 

48 歳 

～ 

51 歳 

52 歳 

～ 

55 歳 

56 歳 

～ 

59 歳 

60 歳 

以上 

 

 計 

職員数 3 89 287 345 423 302 281 312 410 369 358 274 3,453 人 

 

 

（３）職員数の推移 
    年度 

部門別 ２７年 ２８年 ２９年 ３０年 元年 令和２年 
過去 5 年間の 

増減数（率） 

一般行政 2,997 3,004 3,001 3,022 3,058 3,068   71（2.4％） 

教育 255 256 258 272 287 293   38（14.9％） 

普通会計計 3,252 3,260 3,259 3,294 3,345 3,361   109（3.4％） 

公営企業会計計 99 65 86 91 95 92  △7（△7.1％） 

総合計 3,351 3,325 3,345 3,385 3,440 3,453    102（3.0％） 

※ 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。 


